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はじめに 
尼崎市は、高度経済成長期にまちが大きく発展する過程で、豊かな市税収入や収益事業収入

に支えられ、公共施設の整備や市民サービスの充実に努めてきましたが、バブル経済崩壊以降、

市税収入や収益事業収入などの減少により、慢性的な収支不足をきたす厳しい財政状況にあり

ます。 

そのような中、平成 15 年度から経営再建プログラムに基づき、財政の健全化に向けて、収

支不足の解消に取り組むとともに、平成２０年度からは、歳入に見合った歳出規模に縮減する

ことを基本に、「“あまがさき”行財政構造改革推進プラン」（以下、「プラン」という。）を策定

する中で、行財政改革の取り組みを進めてきたところです。 

その結果、プラン当初の構造改善目標である 50 億円を超える成果をあげましたが、世界的

な経済不況の影響や高齢化の進行なども相まって、財政状況は一層厳しさを増し、結果として、

「財源対策を講じなくても実質的な収支均衡を確保する」といった目標達成には至らず、今後

とも多額の収支不足が見込まれる状況となっています。  

こうしたことから、今後の行財政改革に向けては、これまでの歳出規模の抑制だけではなく、

現役世代の転入・定住の促進や誰もが健康で自立した生活が続けられるような対策などを講じ

ることによって、都市の体質転換を図っていくことが重要であり、現在、そうした視点を踏ま

えて、平成25年度からの次期行財政改革計画の策定に取り組んでいます。 

行財政改革を進めていくためには、市役所の努力に加え、市民の皆様のご理解とご協力が欠

かせません。市民の皆様に、これらの状況の説明とご意見をいただく一助とするため、この冊

子を作成いたしました。 

 

第１章 市財政の現状と課題 

１ 尼崎市の予算 
本市の予算は、一般会計、特別会計、公営企業会計という 3 つの会計（グループ）に分かれ

ており、平成2４年度当初予算の3会計の合計額は４，２０１億円となっています。 

区 分 24年度当初予算 

一 般 会 計 １，９２８億円 

特 別 会 計 １，８７５億円 
企 業 会 計 ３９８億円 

   
 
 
 
 
 
一般会計は、平成2４年度当初予算で1,９２８億円となっており、そのうちの約1,0４５億円

が市税などの一般財源（使いみちが決まっていない、市が自由に使えるお金）です。 

残りの約８８３億円は、国や県からの補助金などの特定財源（使いみちが決まっているお金：

例えば、学校や公園を整備する場合に、国から交付される補助金など）です。 

・ 一般会計とは、市税を主な財源として、福祉や教育、学校や公園の整備など、さまざまな
分野の仕事を行うための会計のことで、多くの事業やサービスは一般会計で行っています。

・ 特別会計とは、介護保険や国民健康保険のように、保険料などの特定の収入により特定の
事業を行うために、一般会計と区分して設けている会計です。 

・ 企業会計とは、水道やバスなどのように事業収入により経営を行うために、一般会計と区
分して設けている会計です。 
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２ 市税収入等の主な歳入の状況 
 
 
 
 
 

歳入の根幹である市税収入は、平成１６年度を境に増加傾向にありましたが、世界的な経済

不況の影響による企業収益の減等から、平成２１年度以降は法人市民税を中心に、大幅な減少

となっています。 

市税収入の内訳
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※ 各年度の数値は決算額。ただし、２３年度は2月補正後予算額、2４年度は当初予算額（以下同じ。） 

 

市税収入は、世界的な経済不況の影響により、法人市民税が大幅に減少し、低

調に推移している。 

市税収入合計 

固定資産税 

個人市民税 

その他 

法人市民税 
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Ｑ 主な歳入の一般財源（財産売払収入、財源対策等を除く）は、どのような状況ですか。  

Ａ 市税収入は、経済不況の影響により、平成21年度以降は大幅に減少しています。なお、

地方交付税やその他（臨時財政対策債など）を加えた「主な歳入の一般財源」は国の改革

の影響等により、平成19年度以降大幅に減少していましたが、平成22年度以降回復傾

向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

主な歳入の推移（一般財源ベース）
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※ その他：臨時財政対策債、減税補てん債（～Ｈ18）、減収補てん債（Ｈ19～21） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

― 用語解説 ― 

一般財源：財源の使途（使いみち）が特定の目的に限定されずに、どのような経費にも使うことができる財

源のことです。市税、地方譲与税、地方交付税などがこれにあたります。 

地方交付税：全国どの市町村に住んでも一定水準の行政サービスが受けられるよう、所得税、法人税、酒税、

消費税、たばこ税といった国税の一定割合を財源として、国が一定基準により市に交付するものです。 

地方譲与税：国税として徴収されるものの、実質的には地方公共団体の財源とされているものについて国か

ら交付されるものです。地方揮発油譲与税や自動車重量譲与税などがあります。 

臨時財政対策債：地方一般財源の不足に対処するため、特例的に発行可能な地方債のことで、発行可能額は

普通交付税と合わせて算定されます。 

財源対策：歳入の不足分を補うために、基金（貯金）の取崩しや市債（借金）の借入れなど、 

緊急避難的な措置を行うことです。 

もっと詳しく 

1,045 1,044 1,061 
1,012 1,015 

1,040 
1,084 1,071 

1,052 



 - 4 - 

３ 高い水準で推移する義務的経費 
 
 
 
 

義務的経費のうち、人件費は職員定数や職員給与費の削減などにより減少していますが、生

活保護費、児童扶養手当、障害者（児）自立支援事業費などの扶助費は大幅に増加しています。

市債（借金）の償還である公債費は、阪神・淡路大震災からの復旧・復興などに発行した市債

の影響により、高い水準となっていますが、ここ数年は投資的経費の抑制等により横ばい傾向

にあります。 

義務的経費の内訳
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※ 義務的経費の公債費は、借換債・ＮＴＴ無利子貸付分を除いています。 
 

 

 
 
 
 

人件費、扶助費、公債費の義務的経費は、依然として高い水準となっています。

家計にたとえると 

子どもの養育費、家や車のローンなど固定的な支出が、家計を圧迫している状態が続いています。 

義務的経費計 

扶助費 

人件費 

公債費 
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４ 大幅に抑制している投資的経費 
 
 
 
 
  投資的経費は、阪神・淡路大震災直後は復旧・復興事業を最優先課題として取り組んできまし

たが、ここ数年は大幅に抑制しています。（但し、平成２０年度は、346億円の中にアルカイッ

ク広場整備事業分の198億円を含んでいます。）しかしながら、今後は公共施設の耐震化など、

大規模な投資が見込まれることから、限られた財源の中で計画的に進めていく必要があります。 

投資的経費の推移
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阪神・淡路大震災の復旧・復興事業を最優先課題に取り組んできましたが、

ここ数年大幅に抑制しています。 

― 用語解説 ― 

義務的経費：性質別経費のうち義務的・非弾力的性格の強い経費で、一般的には人件費、扶助費及び公

債費を指します。 

扶助費：地方公共団体が生活保護法、児童福祉法、老人福祉法などの各種法令に基づき、被扶助者に
対して支給する費用及び地方公共団体が単独で行っている各種扶助の支出額のことをいいます。 

公債費：地方公共団体が借り入れた地方債の元利償還金及び一時借入金利子の合計額のことをいい、過

去の債務の支払いに要する経費です。（借りたお金とその利息の支払い額のことです。） 

市債：学校や道路などを建設する場合のように、長期間にわたって利用することができ、多額の経費が

必要なものの財源に充てるため、地方公共団体が政府、銀行などから調達する長期的な借入金を「地

方債」といい、この「地方債」のうち、市が調達する資金を「市債」といいます。 

投資的経費：道路、橋、公園、学校、公営住宅の建設など支出の効果が資本形成に向けられ、施設等が

ストックとして将来に残るものに支出される経費です。 
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５ 底をつく基金（貯金）、依然として残る市債（借金）残高 
 
 
 
 
基金の残高はほぼ底をついており、取り崩しをすることが難しくなっています。また、市債残

高は、阪神・淡路大震災の復旧・復興に加え、その後も財源対策として、市債を発行してきたこ

とから、多額のままで推移しています。 

主な基金残高の推移
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※1 主な基金とは、財政調整基金、公共施設整備基金、減債基金、土地開発基金（17年度末廃止） 

※2 2４年度は残高見込み 

 

市債残高の推移
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2,5142,473
2,3202,327

1,404

2,261

1,671

2,005
2,203 2,186

2,340

1,144

1,826
2,123 2,160 2,160

2,363
2,416

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

発行額（億円)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

残高（億円)

市債残高 市債発行額

 
 

※ 24年度は残高見込み 

 

 
 
 
 
 
 
 

基金残高（２４年度末見込み）    ６７億円（市民一人当たり約1万5千円）

市債残高（２4年度末見込み） ２，５１４億円（市民一人当たり約55万7千円）

― 用語解説 ― 
基金：税収が急激に減少したり、予期せぬ災害が発生した時に備えるもの（積立基金）や、利子を財
源に事業を支えるもの（定額運用基金）など、特定の目的のために積み立てられるお金で、家庭での
貯金にあたります。 
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６ 硬直化した財政構造 
 
 
 
 

財政の健全性を示す指標の一つである経常収支比率は、人件費の削減等により引き下げる努

力はしているものの高い水準で推移しています。 

市税や地方交付税などの経常的な歳入のほとんどが、扶助費や公債費、人件費などの経常的な

歳出に充てられ、新しい取組などに充てる余力がないという極めて硬直化した財政構造にあり

ます。 

経常収支比率の推移
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※ 経常収支比率の中で最大の課題であった人件費については、H６年度５０．８％だったものがH２２年度

には２５．９％にまで改善され、大幅な成果を上げていますが、一方で公債費や扶助費などは悪化してお

り、依然として厳しい状況が続いています。 

 

 
           
 
 
 
 
 

経常的な収入のほとんどが経常的な支出に充てられ、新しい取組などに充てる

余力がない状態（経常収支比率が100％前後で推移する財政構造） 

食費、光熱水費、教育費、ローン返済費など毎月支出が必要となる経費を給料だけでまかなうの
が精一杯な状態です。こうした経常的な出費に加え、家具や建物の修繕・買替など臨時的に支出が
必要な場合は、貯金などをおろしてまかなっている状態です。 

家計にたとえると 

 ※経常収支比率については、退職手当債（定
年退職）を財源とするものを加えて算定 

経常収支比率 

人件費 
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扶助費 
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改革改善による効果額内訳
新たな行政経営
システムの確立等
（２２億円）

事務事業
の再構築
（１１７億円）

外郭団体の
経営改善等
（４６億円）

人件費の抑制
（２２８億円）

公共施設
の再配置等
（８３億円）

財源の確保
（２７億円）

年度別取組状況

166
188

76 72 64

2129385056

0

50

100

150

200

H15 H16 H17 H18 H19

（億円）

改革改善

財源対策

第２章 “あまがさき”行財政構造改革推進プランの概要 

１ 策定の目的及び背景 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・経営再建プログラムでの取組 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

職員定数の推移
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計900人削減

◇尼崎市ではバブル経済崩壊以降、長引く不況などにより、市税収入や収益事業収入が減少した

ことなどから慢性的な収支不足をきたし、厳しい財政状況にあります。 

平成14年10月に、平成15年度から19年度までの収支を試算したところ、5ヵ年で累積

約800億円の収支不足額が見込まれたため、平成15年2月に「尼崎市経営再建プログラム」

を策定し、財政の健全化の取組を進めてきました。その結果、最大の目標であった財政再建団体

への転落阻止については回避できることとなりました。 

◇しかしながら、現在の状況は、市の借金である市債の活用など多額の財源対策を講じなければ、

通常の歳入では歳出を賄うことができておらず、実質的な収支均衡は確保できていない状況です。

◇また、国・県における行財政改革や社会保障制度改革など、外的要因が大きく変わることによ

り、より厳しい局面を迎えることも視野に入れておく必要があります。 

◇一方で、社会をめぐる状況は、少子高齢化の進行や、生活における安全・安心に対する不安が

以前に比べて増している状況にあります。 

◇こうしたことから、平成20年度から24年度までの5か年を計画期間とする「“あまがさき”

行財政構造改革推進プラン」を策定し、財政の健全化の取組を進め、財政基盤を築くとともに、

地域社会で支える仕組みづくりなど、住民自治基盤の確立に努めてきました。 

改革改善52３億円

財源対策23７億円
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２ 財政健全化のレベル 
財政健全化を推進するにあたって、そのレベルをわかりやすく大別すると次のように考えるこ

とができます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・目指すべき財政健全化のレベル 
経営再建プログラムの取組成果などにより、財政再建団体への転落の恐れがある「レベル１」

の状況は、回避できましたが、本市財政状況は、形式的な収支均衡の確保が図られているものの、

多額の財源対策を講じており、「レベル２」の段階にしかない状況でした。 

そのため、「“あまがさき”行財政構造改革推進プラン」においては、実質的な収支均衡の確保

が図られている状態にある「レベル３」を目指し、改革改善の取組を進めてきました。 

 

 

 

 

 

レベル１ 財政再建団体への転落の恐れがある。 
予想される赤字が、自治体としての主体性を維持するための最低限のラインである財政再建

ライン（標準財政規模の20％）を超える恐れがあります。 

 
レベル２ 形式的な収支均衡の確保が図られている。 
財源対策を講じることで、健全財政の基礎的条件である歳入と歳出のバランスが保たれてい

ます。 

 
レベル３ 実質的な収支均衡の確保が図られている。 
見かけ上の収支だけではなく、財源対策を講じなくても歳入に見合った歳出規模となってい

ます。 

 
レベル４ 財政の長期的安定性がある。また、財政構造の弾力性がある。 
世代間の公平性にも十分留意し、償還能力に見合った負債管理が行われているなど、持続可

能な財政運営の将来展望があります。また、その歳出構造は硬直化したものではなく、バラン

スのとれたもので一定の新規事業枠等の確保ができています。 

 
 レベル５ 財政の対応力が十分に備わっている。 
  不測の経済変動等に柔軟に対応できる、強固な財政基盤が確立されています。 
  （基金の拡充（標準財政規模の20％）等） 
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３ 今後の収支見通しとプラン期間における構造改善効果額 

 

 

 
(２)収支状況及び今後の収支見通し 

 

（一般会計一般財源ベース） （単位：億円、表示単位未満四捨五入のため合計等が一致しない場合あり）

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

826 778 786 783 768 779 787 781 

105 158 230 223 215 220 217 191 

地方交付税 72 106 137 137 114 110 107 106 

臨時財政対策債 33 52 93 86 101 110 110 85 

74 70 68 66 62 62 64 65 

29 29 28 32 26 22 22 22 

1,034 1,035 1,111 1,104 1,071 1,084 1,089 1,060 

91 101 32 48 45 

1,125 1,136 1,143 1,151 1,116 1,084 1,089 1,060 

うち市税等　※３ 1,005 1,006 1,084 1,071 1,045 1,061 1,067 1,038 

320 313 283 271 251 250 256 256 

職員給与費等 266 252 230 229 220 230 227 224 

退職手当 55 61 53 43 31 21 28 31 

142 164 182 177 194 196 199 202 

189 189 191 201 197 215 217 215 

651 667 657 650 642 661 672 672 

401 396 415 420 408 404 412 412 

うち公共用地先行取得会計繰出金 16 17 33 27 28 27 34 32 

72 69 70 81 67 75 79 67 

1,124 1,132 1,142 1,151 1,116 1,140 1,164 1,151 

1 4 1 0 0 ▲ 57 ▲ 74 ▲ 91 

(▲ 90) (▲ 97) (▲ 31) (▲ 48) (▲ 45) (▲ 57) (▲ 74) (▲ 91)

※１ 使用料・手数料、財産収入等の計

※２ 財源対策のための基金繰入金、市債（退職手当債等）の計

※３ 市税、地方交付税、地方譲与税等、臨時財政対策債の計

※４ 物件費、補助費、繰出金等の計

差　引　収　支

人件費　

歳
出

地方譲与税等

その他　※１

小　　　　計

歳
入

財源対策　※２

合　　　　計

市税収入

実質的な地方交付税

【参考】財源対策※２を除く差引収支

投資的経費

合　　　　計

扶助費

公債費

小　　　　計

その他の経常的経費　※４

 

 
(２) 構造改善効果額 

 

構造改善額 6 22 52 62 70

Ｈ２０構造改善額 6 6 6 6 6

Ｈ２１構造改善額 16 16 16 16

Ｈ２２構造改善額 30 30 30

Ｈ２３構造改善額 10 10

Ｈ２４構造改善額 8

※　構造改善額については、上記収支見通しに反映している。

年度 残高（億円）

H20末 42
H21末 35
H22末 58
H23末 83
H24末 67

（アルカイック広場分を除く）

（参考）基金残高

 

◇ これまで財政の構造改善に取り組んできたものの、経済状況の低迷などにより、プラン期間中
の収支状況については、各年度ともに多額の財源対策を講じなければ、歳入と歳出のバランス

が取れていない状況にあり、今後も大幅な収支乖離が生じる見込みとなっています。 
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４ プランにおける“まち”の基盤づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

◇少子高齢化や情報化、国際化などの社会情勢の変化の中で、多様化・複雑化している地域課

題に対し、協働のまちづくりで地域の力を高めることを基本として、市民、地域団体、ボラ

ンティア団体、ＮＰＯ法人、行政など多様な主体が、連携・協働しながら、地域課題を解決

していく仕組みづくりを進めます。 

◇行政の責任において行うべき生活保護制度などの公的なセーフティネットとともに、おたが

いさま、おかげさまの精神により、地域の中の多様な主体が相互に助け合い、支え合える地

域社会に向けた取組によって、市民が安心できる暮らしを支えます。 

 

 

◇本市の財政構造を、実質的な収支均衡の確保が図られている状態とし、財源対策をしなくて

も、歳入（収入）に見合った歳出（支出）規模となる状況を目指します。 

◇競艇などの収益事業収入や土地売却による収入を基金に積み立てるとともに、市債の発行を

抑制するなど、財政規律を確保します。 

◇社会経済環境の変化や多様化する市民ニーズを的確に捉えた上で、施策の重点化を図りながら財

源等の効率的、効果的配分に努め、財政悪化を招かない行政経営システムの構築を目指します。 

◇ 国の権限を地方に移し、地方がその実情に合った適切な業務を行う地方分権が進んでいます。
そんな中、地方自治体が自らの意思で地域課題に最適な解決策を見つけ出し、取り組んでい

くことが今まで以上に求められています。 

◇ そのため、このプランでは「財政基盤」と「住民自治基盤」の確立を大きな２本の柱として
設定し、さらにそれを実現するために「財政の健全化」「地域社会で支える仕組みづくり」「行

政経営システムの構築」という３つの目標を定め、改革改善の取組を進めてきました。 

 

財政基盤の確立 

住民自治基盤の確立 
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５ 改革改善項目 

目標１「財政の健全化」 

(1)  財源の確保 

 ①  収入率の向上 
収入率の向上・滞納額の縮減は、財政運営上及び税等の負担の公平性の確保の観点からも極め

て重要な課題です。 

歳入の根幹となる市税等の収入率の向上については、具体的な数値目標を定めて取り組みます。

また、長期・悪質な滞納案件について差押え等の法的処分の強化を図るとともに、徴収体制の強

化に努めます。 

主な項目 取 組 内 容 
収入率の向上 市 税 収 入･･･平成24年度における現年課税分の収入率を98.4％とします。 

保育所保育料･･･平成24年度における現年度分の収入率を98.3％とします。 

住 宅 家 賃･･･指定管理者制度を導入した中で、平成22年度までに現年度分の収入率 

 を 97.3％などとします。 

国民健康保険料･･･保険料収納業務を徴収専門業者へ一部委託します。 

［方策］ 

動産や給与等の差押の強化、インターネット公売の実施、徴収嘱託員の活用、コンビニ収

納の実施、納税推進センターの設置、ペイジー口座振替受付サービスの導入など。 

【実施時期 平成20年度～】  

 
②  市有財産の有効活用等 
市の財産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することで広告料収入を得るとい

う新たな財源確保に努めます。また、使用料・手数料について必要な改定を行います。 

さらに、市営住宅の駐車場を整備し使用料を徴収するなど、既存ストックの有効活用を図るこ

とにより、歳入増加に努めるとともに、市が保有する未利用地についても貸付や売却を進めます。 

主な項目 取 組 内 容 
広告事業の推進 市報、ホームページ等の媒体を利用し、財源の確保に努めます。 

［広告媒体］ 

 ・印刷物（広報誌、封筒、はがき、冊子、パンフレット等） 

 ・ホームページ（バナー広告）、テレビモニター広告 

・その他の資産（公用車、玄関マット等）  

・記念公園総合体育館等のネーミングライツ（施設命名権） 

【実施時期 平成20年度～】 
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公有財産の有効活用

と財源確保 

［自動販売機の公募設置］ 

本庁舎及び本市公共施設に設置する自動販売機につぃて設置業者を公募し、財源確保

に努めます。 

［市有地の貸付］ 

公共施設や空地となっている市有地において、「無人時間貸駐車場」を経営する業者に

貸し付け、財源確保に努めます。また、一時使用や定期借地権設定等の貸付方法により

土地の有効活用を図ります。 

【実施時期 平成21年度～】  

使用料・手数料の改

定 

受益と負担の適正化という観点から、原価主義に基づき料金を設定している施設使用料

の改定方法等を見直します。 

① 収入額を算出する際、従来は目標利用率を設定し、この数値を用いてきましたが、こ

の設定利用率が、実績と乖離が生じているものが多く、適切な原価率の算定とは言い

難いため、施設ごとに実際の利用率（直近３カ年平均）を用います。 

② 本来の機能が専ら貸館施設である施設については、貸室部分の他に、共有部分に係

る経費も原価計算の対象とします。 

※ 原価率算定式 

原価率(％) ＝ 必要経費 ÷（利用率100％時の収入額×3カ年平均の利用率） 

以上の見直しを行った上で実施した実態調査結果に基づき、料金の改定を行います。 

具体的には、原則として、原価率が 110％を超えるものについて、現下の経済状況等も

踏まえ、20％を上限として料金改定を実施します。 

［対象］ 

19施設の使用料 

（別途手数料で一般廃棄物処理手数料（業務上多量排出し尿、臨時し尿）を改定します。）

【実施時期 平成22年度～】  

保育所保育料体系及

び保育料算定方法の

見直し 

住宅取得控除をはじめとした税額控除後の所得税額を保育料算定の基礎とする現在の

方法を見直し、税額控除前の所得税額に基づき保育料を決定する算定方法等に見直しま

す。 

【実施時期 平成21年度～】 

既設市営住宅駐車場

整備及び使用料の徴

収 

駐車場がない既設市営住宅について、順次、駐車場を整備するとともに駐車場使用料の

徴収を行います。 

【実施時期 平成20年度～】 

学校開放事業の有料

化 

学校スポーツ施設（43 小学校・19 中学校）を利用する全スポーツ団体に利用者負担を求

めます。 

【実施時期 平成25年度～】 
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③ 各種減免制度の見直し 
現行の制度の必要性や、他の給付施策等との整合性、阪神間都市等との均衡性などを検証し、

制度の見直しを図ります。 

主な項目 取 組 内 容 
減免制度の見直し 今日的視点から現行制度の必要性が低いもの、他の給付施策（生活保護）等で代替措

置がされているもの、阪神間都市等の状況についても検証する中で、制度の見直しを図り

ます。 

［対象］ 

市税、土地水面使用料、下水道使用料、市営住宅駐車場、幼稚園保育料、市内の施設利

用料 

【実施時期 平成21年度～】  

 
④ 企業誘致や地域の雇用拡大などに伴う税収の増加 
企業誘致を進めることにより、地域経済の活性化や雇用拡大を図り、税収の増加に努めます。 

主な項目 取 組 内 容 
企業立地促進法の

取組 

企業立地促進法に基づく基本計画を策定し、企業立地促進税制等の各種支援策を活用し

ていきます。 

 【実施時期 平成20年度～】  

 
⑤ 実態に見合った地方交付税の確保 
法令等による義務付けがあり、実施内容について市の裁量が働かない経費などについて、実態

に見合った地方交付税措置を行うよう国・県に対して積極的に働きかけ、財源の確保に努めます。 

主な項目 取 組 内 容 
実態に見合った地方

交付税の確保 

実態に見合った地方交付税措置を行うよう、国・県に対して要望等を行います。 

  【実施時期 平成20年度～】 

 
 
(2) 人件費の抑制 
① 職員定数の削減 
事務事業の廃止や執行体制の見直しを行う中で、引き続き積極的な定数削減を行います。また、

団塊の世代の職員の大量退職に伴い、今後急激に職員数が減少していくことから、少数精鋭を基

本とした計画的な職員の採用や人材育成、知識や経験の伝承等についても計画的に取り組む中で、

組織力や職員のモチベーションの維持、向上に努めていきます。 

主な項目 取 組 内 容 
職員定数の削減 職員定数について、①今後の行政需要（業務の廃止や見直し、新規事業への対応）、②

採用数（人材の確保）や年齢・職種構成等を見据えた安定した組織維持の視点、③事業分

野別の類似都市との比較、④今後の人件費比率の推移への対応等を、退職動向と併せて

勘案する中で、平成20～24年度の5ヵ年で500人を目標に削減に取り組んでいきます。 

 【実施時期 平成20年度～】  
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② 給与構造の見直し等 
職員給与については、平成19年度から人事院勧告における給与構造改革を踏まえ、給料表の

改正等を実施し、大きな構造改善効果額を導き出してきたところですが、平成20年度以降につ

いても、国基準の給与制度を基本に、給与構造の見直しを進めるとともに、厳しい財政状況の中、

引き続き、市民に対する市職員の姿勢を示すことから、特別職、一般職ともに給与削減措置につ

いても取り組んでいきます。 

主な項目 取 組 内 容 
給与削減措置の実施 職員の給料月額を削減します。 

市  長：25％      局長級：8％      課長補佐級：3％ 

副市長：20％      部長級：6％      係長・主任等：2％ 

教育長：10％      課長級：4％      主事等：1％ 

常勤監査：7％       

【実施時期 平成23年度～】 

職員の期末・勤勉手当を削減します。 

［特別職］ 

市 長 ： △25％ ⇒ △55％ 

副 市 長 ： △20％ ⇒ △50％ 

教 育 長 ： △10％ ⇒ △35％ 

常勤監査委員 ： △ 7％ ⇒ △32％ 

期末・勤勉手当の削

減 

［一般職］ 

局長級：25％      課長補佐級：20％      書記等：19％ 

部長級：21％      係長・主任等：20％      事務員等：18％ 

課長級：21％      主事等：20％ 

【実施時期 平成22年度～24年度】 

 
 
(3) 負債の抑制 
現在、繰延べしている負債については、償還を基本として縮減に努めるとともに、土地開発公

社経営健全化計画の着実な実施を図ることなどにより、負債の抑制に向けた取組を進めます。 

また、市債残高の抑制については、高金利の政府系資金については繰上償還・低金利な市債へ

の借換を行い、さらに、通常事業の市債発行額は元金償還額以内を基本とします。 

主な項目 取 組 内 容 
土地開発公社経営

健全化計画の取組 

総務省から公社経営健全化団体の指定を受け策定した公社経営健全化計画に基づき、

土地開発公社の簿価の圧縮を図り、財政基盤を確立した上で、公社保有地の計画的な事業

化に取り組んでいきます。また、その中で、公社の借入金利を抑制するため、内部資金の

調達を拡充します。 

【実施時期 平成18～22年度（計画期間）】 

高金利の政府系資

金の繰上償還、借換 

過去に借り入れた一定利率以上の政府系資金について、繰上償還、借換を行うことによ

り、金利負担の軽減を図ります。 

【実施時期 平成19～21年度（借換期間）】 
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 (4) 事務事業の見直し 
① 民間等において実施されている同種サービス等の見直し 
今日的視点から公共施設の民間等への移管を検討するとともに、民間等において実施されて

いる同種サービスや、費用対効果が十分でないもの、さらに当初目的を達成したと思われるサー

ビス等について見直していきます。 

主な項目 取 組 内 容 
保育所の環境改善

及び民間移管 

 保育環境の改善、待機児童の解消、多様化する保育ニーズへの適切な対応、より効率的

な保育所運営を行うことを目的にプレハブ造りの保育所及び鉄筋コンクリート造りの保育所

の民間移管を計画的に推進するとともに子どもを生み育てやすい環境の創出を図ります。 

  【実施時期 平成21年度～】  

市立定時制高等学

校の見直し 

尼崎工業高校（機械科及び電気科各 1 学級）と城内高校（普通科及び商業科各 1 学級）

の学科をすべて普通科に再編し、その中に商業科目や工業科目の選択が可能となるコー

スや類型などを設置するとともに、現在の2校を1校に統合します。 

【実施時期 平成23年度～】  

小学校給食調理業

務の見直し 

給食室の整備を行い、併せて給食調理業務を順次計画的に民間事業者へ委託します。 

【実施時期 平成19年度～】  

灰溶融炉の運転方

法の見直し 

灰溶融炉の運転を当面の間、休止することにより、経費の縮減を図る。 

【実施時期 平成24年度～】  

学校安全管理員配

置事業の見直し 

学校安全管理員の配置時間の見直し（小学校は1時間15分、特別支援学校は30分の時

間短縮）等を行う。 

【実施時期 平成24年度～】 

総合センターと地区

施設機能の一部統

合 

上ノ島地域において、旧青少年会館及び旧老人福祉センター分館の機能を総合センター

へ移転するとともに、南武庫之荘地域の旧老人福祉センター分館の機能を総合センターへ

移転し、機能移転した地区施設を廃止します。 

【実施時期 平成23年度～】 

障害者（児）移動支

援事業の見直し及び

地域生活支援事業

における利用者負担

の軽減 

①移動支援に係る報酬単価区分の見直し 

サービスを提供した事業者に支払う報酬単価区分「身体介護を『伴う』」と「身体介護を『伴

わない』」の決定基準を見直します。 

ただし、当該見直しに伴い、見直し前単価区分により算定した報酬額の 90％を下回る事

業者については、平成25年3月までの間、当該算定額の90％までを助成する激変緩和措

置を講じます。 

②利用者負担の見直し 

現在、定率１割負担としている移動支援事業及び日中一時支援事業、応能負担としてい

る日常生活用具給付事業及び訪問入浴サービス事業にかかる利用者負担額を平成24年4

月の障害者自立支援制度の改正に合わせた利用者負担額（低所得世帯無料、応能負担か

つ1割負担上限）に改めます。 

【実施時期 平成24年度～】 

福祉厚生センターの

見直し 

福祉厚生センターを用途廃止し、尼崎市保護司会に無償貸与します。なお、現行の委託

事業については更生保護活動促進の観点から引き続き実施します。 

労働福祉会館、労働

センターの廃止 

労働福祉会館及び労働センターを廃止します。 

【実施時期 平成25年度～】 
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事業たな卸しの実施 事務事業の必要性などについて、市民や学識経験者とともに点検・評価を行う中で、公開

の場において、事業たな卸しを実施し、事業の再構築を図ります。 

【平成24年度～ 公開事業たな卸しの実施】 

コールセンター運営

事業の見直し（代表

電話業務の統合） 

代表電話の取り次ぎ業務をコールセンターに統合し、すべての市民等からの電話による

問い合わせについて、コールセンターで一元的に対応することにより、ワンストップサービ

スの実現を図ります。 

【実施時期 平成24年度～】 

 
② 随意契約の見直し 
公平性、透明性、競争性の観点から、現在、随意契約で実施している事務事業については競争

入札へ変更していきます。 

主な項目 取 組 内 容 
電力自由化による

電力契約の変更 

電力の自由化を踏まえ、入札により電力契約会社や契約方法等を見直し、電気料金の

縮減を図ります。 

【実施時期 平成20年度～】  

 
③ 市単独事業等の見直し 
税を財源として実施している市単独事業等で、年齢などを基準とした一律給付的な事業につい

ては、利用者負担の導入など施策の転換も含め、事業のあり方について見直していきます。 

主な項目 取 組 内 容 
老人市バス特別乗

車証制度の見直し 

受益者負担の観点により、利用者から一部負担金を徴収します。特別乗車証は、交付

（更新）時に一定額を事前に負担いただくフリーパス方式と、乗車のつど一定額を負担いた

だくコイン方式とします。なお、一部負担金の徴収にあたっては、低所得者への配慮と利用

者の負担感を考慮して、経過措置を設けます。 

【実施時期 平成22年度～】 

福祉医療費助成制

度の見直し 

①乳幼児等医療・ひょうごこども医療の所得判定方法を「同一世帯内の最上位所得者」か

ら「世帯合算」へ見直します。なお、障害者・高齢障害者医療については、現行制度（本人の

みの所得判定）を維持します。 

②老人医療の所得制限を県制度と同様に「世帯全員非課税」から「世帯全員非課税か

つ、年金収入を加え所得が80万円以下」に見直します。 

③乳幼児等医療の通院無料対象を現行の「3 歳未満児」から「就学前まで」に拡充しま

す。また、ひょうごこども医療の入院助成を現行の1/3から全額助成（入院無料化）へ拡充し

ます。 

【実施時期 平成24年7月～】 

高齢者軽度生活援

助事業の見直し 

利用者負担額を 190 円から 250 円へ、利用時間の上限を現行の週4時間から週 2時間

へ見直します。 

【実施時期 平成24年度～】 

民間社会福祉施設

利用者処遇向上交

付金の見直しの見直

し 

激変緩和措置を講じた上で当該交付金を廃止します。 

【実施時期 平成24年度 1／2減額、平成25年度 廃止】 
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知的障害者地域生

活訓練事業補助金

の見直し 

知的障害者地域生活訓練事業として設置・運営されているチャレンジホームに対する当

該補助制度を廃止します。 

【実施時期 平成24年度～】 

 
④ 外郭団体の経営改善及び統廃合の取組促進 
「外郭団体の統廃合及び経営改善について」（平成19年1月）の方針に基づき、随意契約を

していた業務委託の競争入札への変更及び委託料・補助金の削減等の取組を促進するとともに、

統廃合に向け団体との協議調整を進めます。 

主な項目 取 組 内 容 
外郭団体等経営改

善の取組促進 

外郭団体等に対する人件費補助金等を見直します。 

【実施時期 平成22年度～】  

 
 
 

目標２ 「地域社会で支える仕組みづくり」 

(1) 地域コミュニティの振興 
少子高齢化や情報化などの社会情勢の変化の中で、個々の価値観やライフスタイルなども変化

してきており、それに伴って地域課題はますます多様化・複雑化しています。これまでは、生活

保護などの市民生活を支える仕組みが、公的なセーフティネットとして機能してきました。しか

し、多様化・複雑化しているこれらの地域課題に対しては、市民や地域団体、ＮＰＯ法人、事業

者、行政などの地域の多様な主体によって、対応していかなければなりません。 

また、児童虐待問題や、悪質商法などの消費者被害といった、個人の努力だけでは容易に脱却

できない生活困難事象については、地域住民などの協力を得ながら、行政が主体となって対応し

ていますが、このような市民と行政による連携の取組は重要になってきます。 

こうした協働のまちづくりで地域の力を高めていくことを基本として、市民と行政が、連携・

協働しながら、地域課題を解決していく取組を、今後もさらに広めていくとともに、そのために

は地域コミュニティの活性化が重要であり、身近な地域での出会いの場づくりを通じて、地域を

構成する多様な主体の連携づくりに取り組みます。 

主な項目 取 組 内 容 
尼崎市高齢者等見

守り安心事業 

3 年間国のモデルとして進めてきた当該事業を、市事業として継続し、新たに６地区での

取り組みを拡大することで、引き続き高齢者が住みなれた地域で安心して安全にいきいきと

暮すことができるよう、単身高齢者及び高齢者世帯等について地域住民を中心とした見守り

体制の構築を図ります。 

【実施時期 平成21年度～】  

災害時要援護者支

援事業 

地域における平素のつながりの中で、災害時要援護者の生活状況等を把握するととも

に、それらの情報を災害時要援護者台帳に反映し、災害時の活用性を高めた台帳を整備し

ます。また、これらの地域における見守り活動等の小地域福祉活動を通じて、災害時にお

いても機能する、平常時からの”地域の共助”体制の推進を図ります。 

さらに、その推進にあたっては、当事者団体や社会福祉協議会等で構成する連絡会を設

置し、連携体制の強化を図ります。 

【実施時期 平成24年度～】 



 - 19 - 

地域福祉推進事業 尼崎市社会福祉協議会が配置する地域福祉活動専門員が進めている小地域福祉活動

やネットワーク構築等のさらなる推進を図るとともに、地域住民による災害時要援護者の状

況把握に係る支援や、地域での防災意識の啓発等に関する取組みを行っていくため、現行

の3名から各地区に1名ずつ計6名に増員し、体制の強化を図ります。 

【実施時期 平成23年度～】  

地域における防災力

向上事業 

市内の自主防災組織及び本市関係職員を対象に｢地域における防災力向上講座｣を開講

し、地域での避難訓練の実施を促進することにより、市民と職員が共に学びながら地域防

災力の向上を図ります。 

【実施時期 平成24年度～】 

 
 
(2) 地域活動団体の育成・支援 
 今後、協働の取組をさらに広げていくためには、今まで縁のなかった市民が新たにまちづくり

に参加することや、協働の考え方に基づく取組が行政の様々な分野にまで拡大・浸透することが

求められていることから、若い世代や団塊の世代をはじめ、より多くの市民がまちづくりに参加

するきっかけとなるような意識啓発や、協働を進める職員の自覚と責任を促す仕組みづくりなど

の取組を進めます。また、活発化しつつある市民の自主的な活動への支援を充実するため、市民

活動の展開のための側面的支援に向けた取組を進めるとともに、事業者が市民活動を支援するな

ど、市民が市民活動を支援する仕組みづくりに向けた取組を進めます。 

主な項目 取 組 内 容 
協働に関する市民意

識の啓発 

まちづくりへのより多くの市民参加を促進するため、協働や市民活動について、市民意識

を啓発する学習会・講座、活動事例紹介などを実施します。 

【実施時期 平成20年度～】   

協働推進担当職員

の配置 

職員の意識改革を図り、協働の視点からそれぞれの業務内容を見直すとともに、市民か

らの提案に対応するなど、協働の取組を推進するため、関係課に協働推進担当職員を配置

します。 

【実施時期 平成20年度～】  

公募制補助金制度

の充実 

広域的または身近な地域で活動している市民活動団体を側面的に支援するため、公募

制の補助金制度を充実します。 

【実施時期 平成20年度～】  

 
 
(3) 多様な主体との連携・協働の推進 
市民の市政への参加・参画意識や公共サービスを担う力は向上してきており、今後はさらに、

そうした意識の高まりや力を最大限に活用していくことが求められます。 

こうしたことから、より多くの市民の知識と経験を市政に生かすことができるよう、様々な段

階での市民参加・参画の機会の充実に向けた取組を進めるとともに、地域課題等について、市民

からの提案をもとに市民と行政が共に解決方法を考え、共に解決していくなど、市民からの提案

を実現するための仕組みづくりに向けた取組を進めます。 

併せて、地域の課題解決に迅速かつ柔軟に対応できる行政の体制の整備など、行政の横断的な

連携と協働をコーディネートする機能の充実のための取組を進めます。 
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主な項目 取 組 内 容 
総合計画推進事業 新たな総合計画の内容を、市民にできるだけわかりやすく周知・説明するために、リーフ

レット等を作成するとともに、市民自らが今後のまちづくりについて考える機会となるような

説明会などを実施します。 

【実施時期 平成24年度～】 

ウェルカムパーティ

事業 

地域活動に馴染みが薄い若い世代に対し、「子ども（子育て）」をキーワードに、身近な出

会いの場（ウェルカムパーティ）を提供することで、若い世代が地域活動に参加するきっか

けを作り、将来にわたり地域を支えていく新たな人材の発掘と育成につなげるモデル事業

を実施します。 

【実施時期 平成24年度～】 

（仮称）提案型事業

委託制度構築事業 

全業務内容を市民に広く公表し、担い手のあり方と業務プロセスについて、民間事業者や

ＮＰＯ等の市民活動団体から新たな提案を募ることで、市の業務の委託化を進める制度を

構築します。 

【実施時期 平成24年度～】 

提案型協働事業の

拡充 

市民活動団体を対象に、市事業として未確立な課題事象などを募集し、採択されたモデ

ル事業が有効な事業かを検証するため、補助期間を必要に応じて１年間延長します。 

【実施時期 平成24年度～】 

地域コミュニティ連携

検討事業 

地域コミュニティの活性化に向け、幅広い多様な担い手が、互いの連携について具体的

な成功事例をもとに共通の認識をもち、今後の地域課題の解決に向けた取り組みの検討を

行います。 

【実施時期 平成24年度～】 

 
 
(4) 情報公開と情報の共有 
これまでも行政情報については、積極的に公開を進め、必要な情報がわかりやすく的確に伝わ

るよう工夫しながら情報の共有化に取り組んできましたが、今後はさらに、市民活動などに関す

る情報についても、必要な人が必要な時に必要な情報を得られるよう、市民と行政、市民と市民

の間の共有化を進めていく必要があります。 

 こうしたことから、引き続き、行政情報の積極的な公開・提供に向けた取組を進めるとともに、

市民活動に関する情報の収集・発信に向けた取組を進めます。 

 
 
 
 
 
 
 

主な項目 取 組 内 容 
まちづくりに関する

情報の共有化 

まちづくりに関する情報について、市民と行政、市民と市民の間の共有化を進めるため、

次の取組を行います。 

・市報・ホームページ等の充実、市民活動発表会の開催 

・公共施設等を活用した情報の発信、市民活動情報の集約 

【実施時期 平成20年度～】  
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目標３ 「行政経営システムの構築」 

(1) 予算編成システムの改革 
本プランで目指す財政の健全化、「財源対策を講じなくても歳入に見合った歳出規模となって

いる」状況を達成するために、事業実施部門の知恵と工夫を最大限に生かし、限られた財源を効

率的・効果的に振り向けることができるよう、各局における予算編成の権限拡大に向けた仕組み

を検討します。 

あわせて、より効果的な行政運営を目指すため、事務事業評価システムをはじめとする行政評

価を予算編成や決算審査に活用するなど、事業の再構築が促進される予算編成システムを構築し

ていきます。加えて改革改善運動など行政運営の中にＰＤＣＡサイクルを定着させる取組につい

ても継続して実施します。 

また、公会計の整備については、平成20年度決算からの公表を目途に、公営企業や第三セク

ター等も含む連結ベースでの財務諸表の整備を図っていきます。 

主な項目 取 組 内 容 
予算編成システムの

改革 

決算や行政評価等と連動した予算編成システムの構築を目指し、次の取組を進めます。

・各局における予算編成の権限拡大に向けた仕組みの検討 

・行政評価を予算編成、決算審査に活用 

・公会計の整備 

 【実施時期 平成20年度～】  

 
 

(2) アウトソーシングの推進 
アウトソーシングについては、これまでも民間の専門的な知識・ノウハウを活用することによ

り、行財政運営の減量化、効率化や市民サービスの向上などを図るという観点から、順次取り組

んできましたが、硬直化した財政構造の是正に資するため、また、団塊の世代の大量退職に備え

るため、さらなる民間活力の活用を図ります。 

さらに、アウトソーシングについては、市民や地域団体等の活動の活性化を図り、地域の力を

高める機会として、また、地域における雇用の創出や起業化につながるような視点からも検討を

進める必要があります。 

主な項目 取 組 内 容 
庁内案内業務の見

直し 

コールセンターのＦＡＱシステムを活用したよりきめ細かな案内業務を委託により実施し

ます。 

【実施時期 平成23年度～】   

住宅貸付金回収金

収納業務の見直し 

収納管理や督促、納付指導などの業務を債権回収業者へ委託します。 

【実施時期 平成23年度～】   

リハビリテーション事

業の見直し 

身体障害者福祉センター等、維持期リハビリテーションの対応が可能な事業者に委託す

るとともに、現行6か所各週1回開催を1か所週3回に集約します。なお、利用回数は現行

どおり一人につき週1回とします。 

【実施時期 平成23年度～】   
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(3) 指定管理者制度の推進 
法令等により指定管理者制度が導入できない公の施設を除く、本市の全ての公の施設について、

今日的視点から施設のあり方などを見直す中で、市民サービスの向上や管理経費の縮減等、制度

の導入効果が見込める施設については、積極的に指定管理者制度を導入していきます。 

主な項目 取 組 内 容 
図書館業務の指定管

理者制度の導入 

北図書館に指定管理者制度を導入します。なお、中央図書館については、引き続き、利

用者サービスの一層の充実に取り組みます。 

 【実施時期 平成23年度～】   

地区会館の指定管理

者制度の導入 

 既に指定管理者制度により管理運営を行っている中央地区会館以外の 5館について、指

定管理者制度を導入します。 

【実施時期 平成24年度～】 

公園の指定管理者制

度の導入拡大 

 有料公園施設や一般園地の管理運営業務などを包括的に行うため、既に指定管理者制

度を導入している特定公園等に加え、新たに猪名川公園、西向島公園を特定公園とし、指

定管理者制度を導入します。 

【実施時期 平成24年度～】 

自転車駐車場の指定

管理者制度の導入 

 ＪＲ尼崎駅の３つの自転車駐車場について、指定管理者制度を導入します。なお、指定管

理者に同駅周辺における放置自転車対策関連業務を委託し、自転車対策業務を一体的に

行うことにより、駅周辺の自転車等の放置を防止し、道路交通の安全確保を図ります。 

 【実施時期 平成24年度～】 

 
 
(4) 組織の見直し 
① 組織体制の簡素・効率化等の推進 
自治体を取り巻く状況の急激な変化の中で、これまで以上に組織課題や時代に対応した迅速か

つ的確な意思決定や市民サービスの提供が求められていることから、簡素・効率的かつ機能的な

組織体制の見直しを行います。 

主な項目 取 組 内 容 
組織体制の簡素・効

率化の推進 

事務の効率化等に合わせて、機構の廃止・統合など、組織体制の見直しを行うととも

に、全ての役職階層についての権限や職責の見直しを行います。 

これに伴う管理職の削減について、計画期間中の退職者の約半数の削減を目標に取り

組んでいきます。 

【実施時期 平成20年度～】 
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② 組織課題や時代に対応した組織体制の整備 
新たな組織体制に必要とされる職員像を明確化し、個人が意欲とやりがいを持ちつづけ、組織

目標の実現に向け可能性を最大限に発揮できる新たな人材育成計画を策定するとともに、職員の

能力や努力の成果を正当に評価し、人事や給与に反映する新たな人事システムを構築することに

より、少数精鋭型組織にふさわしい職員を育成します。 

主な項目 取 組 内 容 
組織課題や時代に

対応した組織体制の

整備 

・新たな人材育成計画を策定し、今後の少数精鋭型組織が求める人材像や価値観、評価

の基準を明確に示し、職員の意欲を喚起する中で、次代を担う人材を計画的に採用・育成

していきます。 

・職員の能力と業務能率の持続的向上を図るため、勤務実績評価や職務行動評価の手法

を取り入れ、組織の目標に職員の能力を的確に結集する仕組みや、適正な能力評価の仕

組みを構築し、困難な課題に対し、計画的かつ果敢に取り組む職員の努力の成果につい

て正当に評価し、給与等の処遇面に反映させていきます。 

【実施時期 平成20年度～】  
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○  改革改善の取組一覧（取組方針別）

事　業　名

収入率の目標数値の設定（市税）

収入率の目標数値の設定（保育所保育料）

収入率の目標数値の設定（市営住宅家賃）

インターネット公売

市税のコンビニエンスストア収納の実施

市税滞納者に係る差押えの強化

納税推進センターの設置

国民健康保険料収納業務の見直し

ペイジー口座振替受付サービスの導入

広告事業の推進

公有財産の有効活用

使用料･手数料の改定

保育所保育料体系及び保育料算定の見直し

弥生ケ丘墓園管理料制度の見直し

斎場使用料の見直し

保健所使用料の見直し（市外加算）

市営住宅空家募集回数の増

既設市営住宅駐車場整備及び使用料の徴収

市営住宅空き駐車場の有効活用方策の調査・検討

無料公園施設の有料化

市立幼稚園保育料の見直し

学校開放事業の有料化

公有財産の有効活用と財源確保（自動販売機の公募設置）

健康づくり教室事業に係る受益者負担の適正化

青少年いこいの家日帰り料金の設定

減免制度の見直し

企業立地促進法の取組

実態に見合った地方交付税の確保

職員定数の削減

給与水準の見直し(技能労務職給料表の導入）

住居手当の見直し

通勤手当の見直し

期末・勤勉手当の削減

給与削減措置の実施

住居手当（市内居住手当）の見直し

土地開発公社経営健全化計画の取組

高金利の政府系資金の繰上償還、借換

公衆・公園等便所清掃業務の見直し

し尿等処理方法の見直し

市民窓口業務の検証

総合センターの施設等の見直し

まつば園の民間移管

保育所の環境改善及び民間移管

労働福祉会館、労働センターの施設のあり方の見直し

尼崎市立勤労者レクリエーションセンターの民間移管

魚つり公園施設の見直し

市民プールの整理統合

市立全日制高等学校の見直し

市立定時制高等学校の見直し

市立幼稚園の見直し

(3)負債の抑制 負債の抑制

(4)事務事業の見直し 民間等において実施され
ている同種サービス等の
見直し

市有財産の有効活用等

目

標

１

財

政

の

健

全

化

各種減免制度の見直し

企業誘致や地域雇用など
に伴う税収の増加

実態に見合った地方交付
税の確保

(2)人件費の抑制 職員定数の削減

給与構造の見直し等

(1)財源の確保 収入率の向上
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小学校給食調理業務の見直し

行政協力員制度の見直し

文書発送方法の見直し

浄書等業務の契約方法の見直し

事務の概要の廃止

職員貸与被服の見直し

公用車運転業務の見直し

ごみの減量・リサイクルの推進

さわやか指導員制度の見直し

車両整備業務の見直し

クリーンボックスの見直し

市民まつり協議会事務局機能の移管

市民相談業務（交通事故相談業務）の見直し

ちかまつ・文化関係業務の見直し

医療資金融資あっ旋預託金の廃止

高齢者住宅整備資金貸付金の廃止

福祉医療に係る事務委託料等の見直し

ベビーホーム委託事業の廃止

法人保育園中規模施設改修補助金の廃止

青少年センター機能の見直し

訪問リハビリテーション事業の廃止

商工業施策の体系的整理とメニュー化

産業・労働部門の各種表彰事業の見直し

財団法人近畿高エネルギー加工技術研究所への派遣の見直し

勤労者福祉資金融資制度の廃止

尼崎市中小企業勤労者福祉共済事業の公益法人化

まちかどチャーミング賞の実施方法の見直し

交通安全教育体制の見直し

通路橋使用料体系の見直し及び使用許可台帳のシステム化

緑化普及啓発業務執行体制の見直し

道意地下道管理業務の見直し

下水道使用料減免制度の見直しに伴う事務経費の削減

下水道施設維持管理体制の見直し（北部浄化センター）

優良建築物等整備事業の休止

市街地再開発事業等特別融資あっ旋事業の廃止

市街地再開発事業等特別融資あっ旋制度等利子補給事業の廃
止

尼崎21世紀の森構想推進事業(推進母体への支援）の見直し

緊急車両の配置、運用､装備等の見直し

市立高等学校施設管理業務の見直し

公民館業務の見直し

ネットモニターの廃止

商業活性化対策協議会支援事業の見直し

工業活性化施策の一部見直し

産業のまち「あまがさき」キャンペーン事業の見直し

尼崎市密集住宅市街地整備地区木造賃貸住宅等建替に係る助
成事業の廃止

尼崎市密集住宅市街地整備地区民間賃貸住宅建設資金利子補
給事業の廃止

尼崎市密集住宅市街地整備地区木造賃貸住宅建替促進家賃対
策補助事業の廃止

セットバック緑化事業助成制度の見直し

防災行政無線の保守管理方法の一部見直し

消防・救急無線の保守管理、運用方法等の見直し

自家給油取扱所の機能拡充（公用車燃料補給手法の見直し）

いきいき学校応援事業の一部見直し

社会体験活動事業（研修事業）の廃止

生涯スポーツ・レクリエーション事業運営内容の一部見直し

自然学校推進事業に係る保護者負担の適正化

審議会等報酬、報償費の見直し
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謝礼的報償費の見直し

公共施設の見直しの検討

イベント行事等の見直し

職員厚生会事業の見直し

灰溶融炉の運転方法の見直し

道路清掃業務委託の見直し

精神障害者社会復帰対策推進事業の見直し

障害者地域生活援護事業等補助金の廃止

老人クラブ研修関係事業の見直し

老人いこいの家運営事業費の見直し

地域福祉サポート事業の見直し

法人保育園待機児童解消加算補助金の見直し

母子福祉施策の見直し

商業活性化対策支援事業の見直し

事業所景況等調査事業の一部見直し

特許権取得サポート事業の廃止

アーケード維持管理費補助金の廃止

 尼崎地域・産業活性化機構への事務委託事業の一部見直し

中小企業経営相談事業委託の見直し

消防指令業務の共同運用

老人福祉工場の見直し

共同利用施設の管理運営の見直し

学校安全管理員配置事業の見直し

障害者（児）移動支援事業の見直し及び地域生活支援事業に
おける利用者負担の軽減

福祉厚生センターの見直し

労働福祉会館、労働センターの廃止

事業たな卸しの実施

コールセンター運営事業の見直し（代表電話業務の統合）

電力自由化による電力契約の見直し

一般家庭ごみ収集運搬業務委託契約方法の見直し

老人市バス特別乗車証制度の見直し

敬老関係事業（記念品事業）の見直し

福祉医療費助成制度の見直し

ねたきり者等歯科保健対策事業の見直し

金婚夫婦祝福事業の見直し

敬老事業（地域敬老委託事業）の見直し

市民農園整備事業費補助金の廃止

修学援助金交付金の見直し

要保護・準要保護児童生徒就学援助金の見直し

私立幼稚園就園奨励補助金の見直し

私立大学及び私立高等学校等入学支度金貸付金制度の見直し

民間団体補助金の見直し

尼崎市民生児童委員協議会連合会補助金の見直し

公衆浴場施設整備資金利子補給金の見直し

高齢者軽度生活援助事業の見直し

民間社会福祉施設利用者処遇向上交付金の見直しの見直し

知的障害者地域生活訓練事業補助金の見直し

猪名野やすらぎ荘の廃止

長安寮の移管

母子生活支援施設の移管

尼崎学園の移管

財団法人尼崎健康・医療事業財団補助金の見直し

財団法人尼崎口腔衛生センター補助金の見直し

尼崎リサーチ・インキュベーションセンター用地賃貸借契約の見直
し

外郭団体等経営改善の取組促進

随意契約の見直し

市単独事業等の見直し

外郭団体の経営改善及び
統廃合の取組促進
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尼崎市高齢者等見守り安心事業

こんにちは赤ちゃん事業

災害時要援護者支援事業

地域における協働運営の仕組みづくり

身近な地域での出会いの場づくり

地域高齢者福祉活動推進事業

地域福祉推進事業

地域における防災力向上事業

協働に関する市民意識の啓発

職員研修の充実

協働推進担当職員の配置

公募制補助金制度の充実

Eメールによるアンケートの充実

市政サポーター制度の実施

市民による協働の取組の検証

産業人材育成支援事業（次世代育成事業）

インターネットによる差別書込みモニタリング事業

あまがさき環境オープンカレッジ推進事業

立体緑化推進事業

みんなでヘルスアップ健診事業

食育推進事業

エコチャレンジあまがさき推進事業

ティーンズミーティング開催事業

総合計画推進事業

ウェルカムパーティ事業

提案型協働事業

（仮称）提案型事業委託制度構築事業

地域コミュニティ連携検討事業

地域社会の子育て機能向上支援事業(コミュニティソーシャルワー
クの実施)

こころの教育推進事業

まちづくりに関する情報の共有化

　①市報、ホームページ等の充実

まちづくりに関する情報の共有化

　②市民活動発表会の開催
　③公共施設等を活用した情報の発信

　④市民活動情報の集約

(1)地域コミュニティ
の振興

地域社会で要支援者を支
える仕組みづくり目

標

２

地

域

社

会

で

支

え

る

仕

組

み

づ

く

り

地域課題解決のための
様々な主体の連携づくり

(2)地域活動団体の育
成・支援

市民参加・参画の意識づ
くり

職員の意識づくり

市民活動の展開のための
側面的支援

市民が市民活動を支援す
る仕組みづくり

(3)多様な主体との連
携・協働の推進

様々な段階での市民参
加・参画の機会の充実

市民からの提案を実現す
るための仕組みづくり

行政の横断的な連携と協
働をコーディネートする
機能の充実

(4)情報公開と情報の
共有

行政情報の積極的な公
開・提供

市民活動に関する情報の
収集・発信
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予算編成システムの改革

市報あまがさき編集業務の見直し

巡回郵便業務及び文書集配業務の見直し

庶務事務センターの設置

境界明示業務の見直し

下水道管渠維持管理業務の見直し

公園等維持管理業務のアウトソーシング

道路等維持管理業務のアウトソーシング

庁内案内業務の見直し

住宅貸付金回収金収納業務の見直し

リハビリテーション事業の見直し

図書館業務の指定管理者制度の導入

あこや学園のアウトソーシング

直営により管理している公の施設の指定管理者制度導入の検討

地区会館の指定管理者制度の導入

公園の指定管理者制度の導入拡大

外郭団体が指定管理者となっている公の施設の公募拡大

自転車駐車場の指定管理者制度の導入

組織体制の簡素・効率化の推進

組織課題や時代に対応した組織体制の整備組織課題や時代に対応し
た組織体制の整備

(1)予算編成システム
の改革

決算や行政評価等と連動
した予算編成システムの
構築

目

標

３

行

政

経

営

シ

ス

テ

ム

の

構

築

(2)アウトソーシング
の推進

適切な業務執行体制のも
と、さらなる民間活力の
活用

(3)指定管理者制度の
推進

公の施設における指定管
理者制度の推進及び公募
の拡大

(4)組織の見直し
組織体制の簡素・効率化
等の推進
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第３章 平成２４年度新規・拡充事業 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜全体概要＞ 
○新規事業：２３事業 １２０，９６２千円（うち一般財源   ４６，３８５千円） 
○拡充事業：２３事業 １９３，３７２千円（うち一般財源 １５８，２３５千円） 
○全  体：４６事業 ３１４，３３４千円（うち一般財源 ２０４，６２０千円） 
 

Ⅰ コンパクトで持続可能なまちづくり 

単位:千円

№
区
分

事業名

1
新
規

尼崎版グリーン
ニューディール推
進事業

   私たちの暮らしを人にも環境にも優しい形に変えるとともに、環境と共生する地
域産業の活性化に取り組みます。

3

《１　産業・環境》

事業概要
事業費

（　）は拡充部
分

２，７８９

   環境と産業の相乗発展や地域内循環を目指す尼崎版グリーンニュー
ディールに関する取組の推進を図るとともに、研究者や専門家など外部
有識者からの助言等を受けつつ、本市での導入可能性が見込まれる事
業等の調査研究を行い、引き続き新たな施策を構築する。

2
拡
充

環境保全対策推
進事業（自然エネ
ルギー等導入促
進事業）

　市民が自ら居住する住宅を対象に、太陽熱利用システムや、発電機能
を有する給湯器であるエコウィル、エネファームの設置費用を助成するこ
とで、自然エネルギーの利用、化石燃料の高効率な活用を促進する。

拡
充

（１９，７７９）

　平成２５年度から予定している「紙類・衣類」の行政回収の強化や「燃
やすごみ」収集回数等の見直しをスムーズに移行させるため、平成２４年
度において「市民説明会」の実施、「家庭ごみべんりちょう」の改訂、及び
各種広報メディアを利用した啓発等、市民周知に必要な啓発活動を実施
する。

ごみ減量・リサイ
クル推進事業（一
般廃棄物処理基
本計画に基づく啓
発事業）

拡
充

１２，０００

２３，５１１

  中小企業の新技術・新製品等の研究開発を促進するため、市内事業者
が行う研究開発に対して経費の一部を助成してきた事業について、環境
保全や先駆的な環境・エネルギー技術の活用に資する取り組みへの支
援を拡充することで、今後増加が予想される新エネ・省エネ・環境改善分
野の研究開発の機運を高め、企業における技術開発を促進する。

中小企業新技
術・新製品創出
支援事業

３７,１６５

（１０，３１１）

4
（４，０００）

 
 

 “あまがさき”行政構造改革推進プランに基づき、さらなる財政健全化に向けた取り組みを
進める一方で、将来のまちづくりを見据え、「成熟社会にふさわしいまちづくり」を進めるた

め、「コンパクトで持続可能なまちづくり」、「信頼と分かち合いのまちづくり」、「市民自治の

まちづくり」の３つの方向性に基づき、新たな施策を展開していきます。 

具体的には、環境と共生する地域産業の活性化、市民の健康づくりと生活の安全、安心の確

保、まちの魅力の発信、子育て支援や学力向上、分かち合い支えあう社会の確立、就労の支援、

さらには市民自治の推進など、今日的な課題に着目する中で、新たな施策の構築や既存事業の

拡充を行い、取組を進めていきます。 
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5
新
規
中小企業エコ活
動促進資金事業

7
新
規
ＪＲ塚口駅東土地
利用検討事業

8
新
規
あまがさき産業プ
ロモーション事業

9
新
規

尼崎市雨水貯留
タンク設置助成金
交付事業

２１０，２５８

　大雨による浸水被害の軽減に向けた市民による自助の取組の一環とし
て、雨水貯留タンクを設置しようとする者に対して助成金の交付を行うこと
により、雨水の流出抑制及び良好な水環境に対する市民意識の高揚を
図る。

１，２００

３，２００

（２５，０００）

５５５

　市内産業関連団体が開催する各種会合やイベントにおいて情報発信・
相談デスクを開設し、来訪が見込まれる地域企業関係者に対して、立地
支援情報をはじめ、産業関連施策などの情報発信や企業からの相談に
対応する。また、市長によるプレゼンテーションを実施し、本市が地域企
業への支援に積極的に取り組む姿勢をＰＲすることで、産業のプロモー
ションを展開する。

３１３

　ＪＲ塚口駅東側の閉鎖が予定されている大規模工場の用地並びに周辺
の土地利用について、民間コンサルタントのノウハウを用い、将来的なま
ちづくりの観点から幅広い活用手法の提案を受けるとともに、学識経験者
を交えた検討会議において尼崎市としての意見をまとめ、土地所有者と
協議する。

２００

　市内中小企業者の、新エネルギー利用、省エネ・ＣＯ 削減にかかる設
備等製造の新たな事業化、または事業拡大に必要となる資金に対し、日
本政策金融公庫の地域活性化・雇用促進資金制度を活用して、その融
資を受けた事業者に対する利息の一部助成を行う。

（１００）

　ものづくりにおけるデザインの重要性を認識する場の提供及びデザイン
製品作りの支援に加え、「デザインアドバイス会」を実施し、開発中の製
品・販売中の製品について、アドバイザーからより実践的なアドバイスを
受ける場を設けることで、高付加価値製品の創出及び新たな事業転換を
推進させる。

プロダクトデザイ
ン戦略支援事業

拡
充

6

10
拡
充

街路灯維持管理
事業（街路灯ＬＥ
Ｄ化）

  消費電力の削減と維持管理コストの低減を図るため、水銀灯などの既
存の街路灯から環境に配慮したＬＥＤ灯に順次改修する。
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単位:千円

№
区
分

事業名

1
新
規
地域における防
災力向上事業

3
新
規

密集住宅市街地
道路空間整備事
業

4
新
規
尼崎・未来いまカ
ラダ戦略事業

　　市民一人ひとりが、いきいきと暮らし働くための、対処から予防への取組を進
めます。また、東日本大震災による被害を踏まえ、大災害の被害発生への対応を
強化します。

（５，５０６）

　防災街区整備地区計画の区域内において、幅員４ｍ未満の地区施設
等に面する宅地で建て替えが行われた場合、新たに道路となる部分の
側溝整備及び道路舗装などの工事を市が行うことにより、狭あい道路に
おける道路空間を確保し、防災性の向上を目的とした防災街区整備地区
計画の実現を図る。

２，５７４

事業概要

5
拡
充
ヘルスアップ尼崎
戦略事業

　これまでの特定健診、生活習慣病予防健診などの評価を行い、尼崎市
国民健康保険特定健康診査等第２期実施計画を策定する。また、従来
のハイリスク健診を、CKD（慢性腎臓病）及び血管病の発症を確実に予
防することに特化し、保健指導効果を上げるための健診及び継続支援を
行う。

　市民や事業者を対象にした既存事業に、関係各部署が共通した資料等
を用い、「生活習慣病予防ガイドライン」の内容の理解を高める学習機会
の提供など、内容を付加して実施する。（ポピュレーションアプローチ）
　また、ハイリスクアプローチとして、法令等に基づき既存の健診を実施し
ている部署において、生活習慣病予防ガイドラインの考え方に基づき保
健指導や学習支援ができるよう、これにかかる職員に対する専門研修を
実施する。

３，１３７

２，０００

１,４２６

《２　安全・安心》

事業費
（　）は拡充部

分

　市内の自主防災組織及び本市関係職員を対象に｢地域における防災
力向上講座｣を開講し、地域での避難訓練の実施を促進することにより、
市民と職員が共に学びながら地域防災力の向上を図る。

５５５，４４０

２８，４００2
新
規
防災情報通信設
備整備事業

   防災行政無線屋外拡声器を津波の危険性の高い国道４３号以南の居
住地域に拡充設置する。
  また、本庁舎の地下発電機が浸水により使用不能となった場合に備
え、可搬式発電機を設置し、防災情報通信設備の機能維持を図る。

（２６２）

　平成１９年度から肥満度３０％以上の小学生を対象に、医療機関で血
液検査を受診する際の検査料を公費助成し、医師、養護教諭等学校関
係者の指導、フォローにより、低年齢期から肥満改善に取り組んでいる。
　平成２４年度からは、検査料の公費助成の範囲を受診率の低い中学生
まで広げ、小学校で途切れることないよう肥満改善を推進する。

１００7
新
規

暴力団排除に関
する条例策定事
業

6
拡
充
小児肥満対策事
業

　安全で安心な市民生活の確保を目的として、すべての公契約や公の施
設利用から暴力団を排除するため、平成２５年４月１日公布を目途に、暴
力団排除条例の制定を行う。
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単位:千円

№
区
分

事業名

1
新
規
シティプロモーショ
ン調査検討事業

単位:千円

№
区
分

事業名

2
新
規
緑の基本計画改
定事業

   市内への定住促進や交流人口の増加を図るため、まちの魅力を情報として発
信する取組を強化します。

　　住み続けたいまち、訪れたいまち「尼崎」とするため、まちをデザインする考え
方を検討します。

９１６

１９，０２３

（２，０５０）

　平成２１年度から実施の「あまがさき・街のみどころご案内パワーアップ
事業『あまかん』」の事業内容を継続・発展させ、さらなる観光振興への
取組を推進する。（平成２４年度から平成２６年度の３年間）

　本市並びに他都市の市民・事業者に対し、本市の魅力を的確に伝え、
イメージの向上を図り、まちの価値を高めていくシティプロモーションの取
組について、調査検討を行う。

《３　まちの魅力の発信》

事業概要
事業費

（　）は拡充部
分

事業費
（　）は拡充部

分

４，２００

　都市全体の土地利用のあり方や地域ごとのまちづくりの方針など、都市
計画を進めていく上での基本理念・指針となる都市計画マスタープラン
は、策定後１４年が経過し、社会経済情勢などが変化しているため、現行
の都市計画マスタープランをそれらに対応した内容に改定する。

（４，２００）

　現行の緑の基本計画は、策定後１０年以上が経過し、公園緑地を取り
巻く環境が大きく変化しているため、社会情勢の変化や新たな課題など
に対応することができる計画に見直しを行う。

４，６００

まち情報発信事
業（あまがさき・
観光振興推進事
業「あまかん」）

拡
充

2

（２，７８０）

３，０５０

《４　住環境》

3

1
拡
充

　子育てファミリー層を中心とした他市からの転入や市内定住を促進する
ために、本市の住宅政策や子育てについての情報及び本市の魅力に関
する情報を、独自のホームページを作成して、ストーリー性のある質の高
いものとして分かりやすく発信する。

すまいづくり支
援・情報提供事
業

拡
充

都市計画マス
タープラン改定事
業

事業概要
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Ⅱ 信頼と分かち合いのまちづくり 

単位:千円

№
区
分

事業名

1
新
規
平和啓発推進事
業

2
新
規
尼崎学園施設整
備事業

3
新
規
すこやかプラザ施
設整備事業

5
拡
充
児童ホーム開所
時間延長事業

6
新
規
社会力育成モデ
ル事業

7
新
規
尼崎市学習到達
度調査事業

9
拡
充
中学校弁当推進
事業

事業費
（　）は拡充部

分

　　子どもたちが、健全に、いきいきと、そしてたくましく成長し、主体的・積極的
に、地域社会へ参加していける人材となるよう、子育て支援や教育の充実を図り、
地域社会を担う人材を育成します。

事業概要

２３，２１７

１，２０６

　より一層学力を高める必要から、これまでの学力調査方法を改善し、新
たに教育委員会と教員が協力して問題を作成し、学習指導要領の目標
や内容の達成状況を把握し、授業改善を図るための学習到達度調査を
実施する。併せて、今後の公立高校の学区再編を控え、子どもたちが自
分の希望する進路を選択できる学力を身につけることも狙う。

（２，０８０）

　すこやかプラザにおいて施設をより有効に活用するため、すこやか住ま
い体験館廃止後のスペースに一時預かりルーム、保護者やその子ども
たちが交流できるランチスペース、ロビーを設置し、子育て支援機能の充
実を図る。

１２，６２０

　留守家庭児童対策として、放課後、子どもが安心して活動できる場を提
供している児童ホームにおいて、保護者の就労形態の多様化など子ども
を取り巻く環境の変化を踏まえ、現行１７時までの開所時間を１時間延長
し、１８時までとする。

２５，２８３
（１５，２８５）

拡
充

３８,４８１

　家庭の事情で弁当を持参できず、やむなく菓子パン等で昼食を済ませ
ている子どもたちの昼食改善及び子育て支援の観点から、廉価で、ごは
んを主食とし、栄養価があってバランスの取れた弁当を提供する。平成２
４年度は３校で実施して、年次的に実施校を拡大し、早期に全校実施を
目指す。

５,９９２
（５，９９２）

学力向上クリエイ
ト事業

　人権教育・啓発事業の新たな施策として、戦争の悲惨さを風化させない
ため戦争体験者（原子爆弾被爆者）の語り部事業を実施するほか、平和
意識の啓発を推進する冊子や市内にある平和のモニュメントなどの情報
を掲載したリーフレットを作成し、平和施策を充実する。

３６５

５４０

　集団の中で人と人のつながりを大切にすることなどにより、望ましい人
間関係を築く力を育み、主体的に地域や社会に参画し、行動する力を育
成するため、子どもたちの社会力の育成を推進する。

（８，３１５）

拡
充

４４，０３５

　老朽化した施設の居住環境の改善と児童の安全確保を図るため、施設
を建替える。平成２４年度は、施設整備に係る設計業務を行う。

　子どもたちが自学自習できる学習習慣を身につけ、自らの進路を切り開
くことのできる確かな学力を修得するため、平成２４年度から、新たに夏
季休業中に中学校３年生を対象とした集中学習期間を設け、教員が中心
となって取り組みつつ、きめ細かな指導を行っていくため大学生等の補助
指導員を配置する。
　また、今後の公立高校の学区再編を控え、子どもたちが自分の希望す
る進路を選択できる学力を身につけることも狙う。

　在宅で子育てをしている保護者やその子どもたちが交流できる場とし
て、つどいの広場を１箇所増設し、子育てに関する悩みや負担感の軽減
を図るとともに、子育てしやすい環境を創出する。また、保護者の育児に
伴う負担軽減などのため、一時預かり事業を今回設置する広場において
併せて実施する。（阪神尼崎駅周辺に設置）

8

つどいの広場設
置推進事業

《５　教育・子育て》

4
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単位:千円

№
区
分

事業名

1
新
規
要約筆記奉仕員
養成事業

3
拡
充
障害者（児）相談
支援事業

4
拡
充
地域福祉推進事
業

7
新
規
社会的な居場所
づくり支援事業

8
新
規
市民後見推進事
業

６，５２４

5
新
規
災害時要援護者
支援事業

　地域における平素のつながりの中で、災害時要援護者の生活状況等を
把握するとともに、それらの情報を災害時要援護者台帳に反映し、災害
時の活用性を高めた台帳を整備する。
　また、これらの地域における見守り活動等の小地域福祉活動を通じて、
災害時においても機能する、平常時からの”地域の共助”体制の推進を
図る。（健康福祉局　７４２千円）
　さらに、その推進にあたっては、当事者団体、社会福祉協議会、民生児
童委員協議会連合会、事業者、ＮＰＯ等の団体で構成する連絡会を設置
し、連携体制の強化を図る。（総務局　　１１千円）

７５３

（１，８７９）

　 ３年間国のモデルとして進めてきた当該事業を、来年度以降も市事業
として継続し、新たに６地区での取り組みを拡大することで、引き続き高
齢者が住みなれた地域で安心して安全にいきいきと暮すことができるよ
う、単身高齢者及び高齢者世帯等について地域住民を中心とした見守り
体制の構築を図る。

９，２６０

 　就労意欲を喪失している者で、社会とのつながりが必要と認められる
生活保護受給者に、ボランティアや職業体験の機会を作るとともに、居場
所として集える場を設ける。
　また、生活保護世帯における小学校４年生から中学校３年生までの子
どもを対象として、家庭学習の習慣付けを目的とした学習支援、学習の動
機付けに関する支援、保護者への養育支援を行う。

１１，０００

　高齢化に伴う対象者の増や多様化する支援ニーズに対応していくた
め、市民の中からボランティアを募り、研修等により後見受任者を養成す
るなど必要な支援体制を整備する。

拡
充

2

尼崎市高齢者等
見守り安心事業

拡
充

6

　中途失聴者や難聴者の方に適した情報保障のため要約筆記者の派遣
事業を行っているが、派遣登録員が減少傾向にあるため、新たに要約筆
記者を養成し派遣登録をし、引き続き聴覚障害者の福祉の増進に資す
る。

４８９

障害者就労支援
事業

　障害のある人が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、
その相談に応じて、福祉サービスなどの必要な情報提供や権利擁護の
ための支援を行う相談体制の強化に向けた取組みを行うため、委託事業
所の増設など、本市の相談支援体制の充実を図る。

９４，８８３
（５６，００２）

   尼崎市社会福祉協議会が配置する地域福祉活動専門員が進めてい
る小地域福祉活動やネットワーク構築等のさらなる推進を図るとともに、
地域住民による災害時要援護者の状況把握に係る支援や、地域での防
災意識の啓発等に関する取組みを行っていくため、現行の３名から各地
区に１名ずつ計６名に増員し、体制の強化を図る。

３５，８９８
（１７，９４９）

《６　福祉》

　　誰もが希望を持ち、安心して暮らせる地域を作り上げていくため、相互の理解
と信頼に基づく、分かち合い、支えあう社会の確立に向けた取組を進めます。

（８，８２１）

２１，６１８
　これまでの知的障害者を中心とした就労支援事業を、身体、精神を含め
た３障害に対応した内容に拡充して就労に関する相談事業を実施し、障
害のある人の就労を総合的に支援する拠点の整備に努める。

事業概要
事業費

（　）は拡充部
分
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単位:千円

№
区
分

事業名

1
新
規
キャリアアップ支
援事業

９，５２１

　就労希望者と企業がめぐり合う機会をより多く提供するため、従来のも
のづくり合同就職面接会に加えて、幅広い職種をとり扱う総合就職面接
会を実施する。

事業概要
事業費

（　）は拡充部
分

３，４１２拡
充

2

  就労希望者に対して、社会人としての基礎能力や就職活動に向かう実
践的能力の向上を図るセミナー、若年就労希望者を対象に意識啓発から
就労支援までを一貫して取り組むしごと塾、さらには企業による業務内容
説明会や職場体験などの各種人材育成メニューを実施する。

雇用創造支援事
業

《７　雇用》

（１，９３７）

　 就労を一層促進するため、就労意欲の喚起や就労機会の拡大の取組を、従来
の就労支援に加えて進めます。
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Ⅲ 市民自治のまちづくり 

単位:千円

№
区
分

事業名

1
新
規
総合計画推進事
業

　協働のまちづくりの基本方向推進事業

2

　市民・行政双方向の協働の取り組みを
進めるため、市が行う業務について定期
的に担い手の点検を行い、全業務内容を
市民に広く公表し、担い手のあり方と業務
プロセスについて、民間事業者やＮＰＯ等
の市民活動団体から新たな提案を募るこ
とで、市の業務の委託化を進める制度を
構築する。

　市民活動団体を対象に、市事業として未
確立な課題事象などを「市民提案型・行政
提案型」として募集し、有識者からなる選
考会を経て採択されたモデル事業が有効
な事業かを検証するため、補助期間を必
要に応じて１年間延長する。

　地域コミュニティの活性化に向け、中心
的な役割を果す社会福祉協議会をはじ
め、幅広い多様な担い手が、互いの連携
について具体的な成功事例をもとに共通
の認識をもち、今後の地域課題の解決に
向けた取り組みの検討を行う。

地域コミュニティ連携検討事
業

提案型協働事業の拡充

（仮称）提案型事業委託制度
構築事業

　地域活動に馴染みが薄い若い世代に対
し、「子ども（子育て）」をキーワードに、社
会福祉協議会や地域活動団体が行う地
域活動の情報発信や身近な出会いの場
（ウェルカムパーティ）を提供することで、
若い世代が地域活動に参加するきっかけ
を作り、将来にわたり地域を支えていく新
たな人材の発掘と育成につなげるモデル
事業を実施する。

ウェルカムパーティ事業

（６１）

（６０５）

（１６１）

3

（２９７）
4

5

拡
充

事業概要
事業費

（　）は拡充部
分

　新たな総合計画の内容を、市民にできるだけわかりやすく周知・説明す
るために、リーフレット等を作成するとともに、市民自らが今後のまちづくり
について考える機会となるような説明会などを実施する。

５，２９８

《８　参画・協働》

　 地域住民が自らの判断と責任において、地域の諸課題に取り組むことを促進
するため、地域住民による公共・公益活動、市民自らが自発的にまちづくりを担う
取組を支援します。

４，５３３
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みなさまからのご意見をお待ちしております。 

尼崎市 企画財政局 行財政改革課 

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁舎北館4階 

電 話 番 号 06-6489-6124 

ファックス  06-6489-6793 

E メ ー ル  ama-gyokaku@city.amagasaki.hyogo.jp 

ホームページ http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/ 


